
○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
定
部
分
）

改

正

後

現

行

様
式

第
十

七
号

（第
四

条
第

十
条

第
十
九

条
の
四

関
係

）

様
式
第
十

七
号

（第
四

条
第
十
条

第
十
九

条
の

四
関
係

）

、
、

、
、

株
主

資
本

等
変

動
計

算
書

株
主

資
本

等
変

動
計

算
書

（略

）

（略

）

株
主

資
本

評
価
・
換

算
差
額
等

新
株

予
純

資
産

株
主

資
本

評
価

・
換
算
差
額

等
新

株
予

純
資

産

約
権

合
計

約
権

合
計

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

当
期
首

残
高

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

前
期

末
残
高

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略
）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

記
載
要
領

記
載
要
領

１
・
２

（略

）

１
・
２

（略

）

３
記
載

す
べ
き
金

額
は

千
円

単
位
を
も

つ
て
表
示
す

る
こ
と

３
記
載
す
べ

き
金

額
は

千
円
単
位

を
も

っ
て
表

示
す
る
こ

と
、

。
、

。

た
だ

し
会

社
法

（平
成

1
7
年

法
律

第
8
6
号

）第
２

条
第

６
号

に
規

定
す

る
た

だ
し

会
社

法

（平
成

1
7
年

法
律

第
8
6
号

）第
２

条
第

６
号

に
規

定
す

る
、

、

大
会

社
に

あ
つ

て
は

百
万

円
単

位
を

も
つ

て
表

示
す

る
こ

と
が

で
き
る

こ
大

会
社

に
あ
っ

て
は

百
万

円
単

位
を

も
っ

て
表

示
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

、
。

、
。

の
場

合

「千
円

」と
あ

る
の
は

「百
万

円

」と
し

て
記
載
す

る
こ
と

の
場
合

「千
円

」と
あ

る
の
は

「百
万
円

」と
し

て
記
載
す
る

こ
と

、
。

、
。

４

（略

）

４

（略

）

５
そ

の
他

利
益

剰
余
金

に
つ
い

て
は

そ
の

内
訳

科
目
の

当
期

首
残

高
当

期
５

そ
の

他
利
益

剰
余

金
に

つ
い

て
は

そ
の
内

訳
科

目
の

前
期

末
残

高
当
期

、
、

、
、

変
動

額

（変
動

事
由

ご
と

の
金

額

）及
び

当
期

末
残

高
を

株
主

資
本

等
変

動
計

変
動

額

（変
動

事
由

ご
と

の
金

額

）及
び

当
期

末
残

高
を

株
主

資
本

等
変

動
計

算
書

に
記

載
す

る
こ

と
に

代
え

て
注

記
に
よ

り
開

示
す

る
こ

と
が

で
き
る

算
書

に
記

載
す

る
こ

と
に

代
え

て
注

記
に

よ
り

開
示

す
る

こ
と

が
で
き

る
、

。
、

。

こ
の

場
合

に
は

そ
の

他
利

益
剰

余
金

の
当
期

首
残

高
当

期
変

動
額

及
び

当
こ

の
場

合
に

は
そ

の
他

利
益

剰
余

金
の

前
期

末
残

高
当

期
変

動
額

及
び

当
、

、
、

、

期
末
残
高

の
各
合
計
額
を

株
主
資

本
等
変
動
計
算

書
に
記

載
す
る

期
末
残

高
の
各
合
計

額
を
株
主

資
本
等
変
動

計
算
書
に

記
載
す
る

。
。

６
評

価
・

換
算

差
額

等
に

つ
い

て
は

そ
の
内

訳
科

目
の

当
期

首
残

高
当
期

６
評

価
・

換
算

差
額

等
に

つ
い

て
は

そ
の

内
訳
科

目
の

前
期

末
残

高
当
期

、
、

、
、



変
動

額

（当
期

変
動
額

に
つ

い
て

は
主

な
変

動
事

由
に

そ
の

金
額

を
表
示

す
る

変
動

額

（当
期

変
動

額
に

つ
い

て
は

主
な

変
動

事
由

に
そ

の
金

額
を
表

示
す

る

場
合

に
は

変
動

事
由

ご
と

の
金

額
を

含
む

）及
び

当
期

末
残

高
を

株
主

資
場

合
に

は
変

動
事

由
ご

と
の

金
額

を
含

む

）及
び

当
期

末
残

高
を

株
主

資
、

。
、

。

本
等

変
動

計
算

書
に

記
載

す
る

こ
と

に
代

え
て

注
記

に
よ

り
開

示
す

る
こ

と
本

等
変

動
計

算
書

に
記

載
す

る
こ

と
に
代

え
て

注
記

に
よ

り
開

示
す

る
こ

と
、

、

が
で

き
る

こ
の

場
合

に
は

評
価

・
換

算
差

額
等

の
当

期
首

残
高

当
期

変
が

で
き

る
こ

の
場

合
に

は
評

価
・
換

算
差

額
等

の
前

期
末

残
高

当
期

変
。

、
、

。
、

、

動
額
及
び
当
期
末
残
高
の
各
合
計
額
を
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
に
記
載
す
る

動
額
及
び
当
期
末
残
高
の
各
合
計
額
を
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
に
記
載
す
る

。
。

７

（略
）
７

（略

）

８
当
期

首
残

高
に

つ
い

て
は

会
社

計
算
規

則

（平
成
1
8
年

法
務
省

令
第

1
3
号

（新
設

）

、

）第
２

条
第

３
項

第
5
9
号

に
規

定
す

る
遡

及
適

用
又

は
同

項
第
6
4
号

に
規

定
す

び
ゆ

う

る
誤

謬
の

訂
正

を
し

た
場

合
に

は
当

期
首

残
高

及
び

こ
れ

に
対

す
る

影
響

額
、

を
記
載
す
る

。

９
1
6

（略

）

８
1
5

（略

）

～
～

1
7

株
主

資
本

以
外

の
各

項
目

の
う

ち
そ

の
他
有

価
証

券
評

価
差

額
金
に

つ
い

1
6

株
主

資
本

以
外

の
各

項
目

の
う

ち
そ
の

他
有

価
証

券
評

価
差

額
金

に
つ
い

、
、

て
主

な
変

動
事

由
及

び
そ

の
金

額
を

表
示

す
る

場
合

時
価

評
価

の
対

象
と

て
主

な
変

動
事

由
及

び
そ

の
金

額
を

表
示

す
る

場
合

時
価
評

価
の

対
象

と
、

、
、

、

な
る

そ
の

他
有

価
証

券
の

売
却

又
は

減
損

処
理

に
よ

る
増

減
は

原
則
と

し
て

な
る

そ
の

他
有

価
証

券
の

売
却

又
は

減
損

処
理

に
よ

る
増

減
は

原
則

と
し

て
、

、

以
下
の

い
ず
れ
か
の
方

法
に
よ

り
計
算
す
る

以
下
の
い
ず

れ
か
の
方
法

に
よ
り
計
算

す
る
こ
と

、
。

、
。

(
1
)

損
益

計
算

書
に

計
上

さ
れ

た
そ

の
他

有
価

証
券

の
売

却
損

益
等

の
額

に
(
1
)

損
益

計
算

書
に

計
上

さ
れ

た
そ

の
他

有
価

証
券

の
売

却
損

益
等

の
額

に

税
効
果
を
調
整

し
た
後

の
額
を
表
示
す

る
方
法

税
効

果
を
調
整

し
た
後
の
額

を
表
示
す

る
方
法

(
2
)

損
益

計
算

書
に

計
上

さ
れ

た
そ

の
他

有
価

証
券

の
売

却
損

益
等

の
額

を
(
2
)

損
益

計
算

書
に

計
上

さ
れ

た
そ

の
他

有
価

証
券

の
売

却
損

益
等

の
額

を

表
示
す

る
方
法

表
示
す

る
方
法

こ
の

場
合

評
価

・
換

算
差

額
等

に
対

す
る

税
効

果
の

額
を

別
の

変
こ

の
場

合
評

価
・

換
算

差
額

等
に

対
す

る
税

効
果

の
額

を
別

の
変

、
、

、
、

動
事

由
と

し
て

表
示

す
る

ま
た

当
該

税
効

果
の

額
の

表
示

は
評

価
動

事
由

と
し

て
表

示
す

る
ま

た
当

該
税

効
果

の
額

の
表

示
は

評
価

。
、

、
。

、
、

・
換

算
差

額
等

の
内

訳
項

目
ご

と
に

行
う

方
法

そ
の

他
有

価
証

券
評

価
・

換
算

差
額

等
の

内
訳

項
目

ご
と

に
行

う
方

法
そ

の
他

有
価

証
券

評
価

、
、

差
額

金
を

含
む

評
価

・
換

算
差

額
等

に
対

す
る

税
効

果
の

額
の

合
計

に
よ

差
額

金
を

含
む

評
価

・
換

算
差

額
等

に
対

す
る

税
効

果
の

額
の

合
計

に
よ

る
方
法
の
い

ず
れ
に
よ

る
こ
と
も
で

き
る

る
方

法
の

い
ず

れ
に

よ
る

こ
と

も
で

き
る

ま
た

繰
延

ヘ
ッ

ジ
損

益
に

。
。

、

ま
た

繰
延
ヘ
ッ
ジ
損

益
に
つ
い

て
も
同
様
に

取
り
扱
う

つ
い
て

も
同

様
に

取
り
扱
う

、
。

。

な
お

税
効

果
の

調
整

の
方

法
と

し
て

は
例

え
ば

評
価

・
換

算
差

額
等

な
お

税
効

果
の

調
整

の
方

法
と

し
て

は
例

え
ば

評
価

・
換

算
差

、
、

、
、

、
、

の
増

減
が

あ
つ

た
事

業
年

度
の

法
定

実
効

税
率

を
使

用
す

る
方

法
や

繰
延

税
金

額
等

の
増

減
が

あ
っ

た
事

業
年

度
の

法
定

実
効

税
率

を
使

用
す

る
方

法
や

資
産
の
回
収

可
能
性
を
考

慮
し
た
税

率
を
使
用
す

る
方
法
な

ど
が
あ
る

繰
延

税
金

資
産

の
回

収
可

能
性

を
考

慮
し

た
税

率
を

使
用

す
る

方
法

な
ど

。

が
あ

る
。

1
8

（略

）

1
7

（略

）



様
式
第
十
七

号
の
二

（第
四
条

第
十
条

第
十
九
条

の
四

関
係

）

様
式
第
十
七

号
の
二

（第
四
条

第
十
条

第
十
九
条
の
四

関
係

）

、
、

、
、

注
記

表
注

記
表

（略

）

（略

）

注
注

１
・
２

（略
）

１
・
２

（略

）

３
会

計
方
針
の

変
更

（新
設

）

４
表
示

方
法
の
変

更

５
会
計

上
の
見
積

り
の
変
更

び
ゆ
う

６
誤

謬
の
訂

正

７
貸

借
対
照
表

関
係

３
貸

借
対
照
表

関
係

(
1)

（略

）

(
1)

（略

）

(
2
)

保
証

債
務

手
形

遡
求

債
務

重
要

な
係

争
事

件
に

係
る

損
害

賠
償

義
務

(
2)

保
証

債
務

手
形
遡
及
債
務

重
要
な
係

争
事
件
に
係

る
損
害
賠

償
義
務

、
、

、
、

等
の
内

容
及
び
金
額

等
の

内
容
及
び

金
額

(
3)

（略

）

(
3)

（略

）

(
4
)

取
締

役
監

査
役

及
び

執
行

役
と

の
間

の
取

引
に

よ
る

取
締

役
監

査
役

(
4
)

取
締

役
執

行
役

会
計

参
与

又
は

監
査

役
と

の
間

の
取

引
に

よ
る

取
締

、
、

、
、

及
び
執
行
役
に

対
す
る

金
銭
債
権
及
び

金
銭
債

務
役

執
行

役
会

計
参
与
又
は
監

査
役
に

対
す
る
金
銭
債

権
及
び

金
銭
債
務

、
、

(
5
)

・(6
)

（略

）

(
5)

・(
6)

（略

）

８
1
3

（略

）

４
９

（略

）

～
～

1
4

関
連

当
事
者

と
の
取
引

1
0

関
連

当
事
者

と
の

取
引

取
引

の
内
容

取
引
の
内

容

種
類

会
社
等

の
名

議
決

権
の
所
有

関
係

内
容

科
目

期
末
残
高

属
性

会
社
等

の
名

議
決

権
の
所
有

関
係
内
容

科
目

期
末
残

高

称
又
は

氏
名

（被
所
有

）割
合

（千
円

）

称
又
は
氏
名

（被
所
有

）割
合

（千
円

）

た
だ

し
会

計
監

査
人

を
設

置
し

て
い

る
会

社
は

以
下

の
様

式
に

よ
り
記

載
す

但
し

会
計
監
査
人
を
設
置
し
て
い
る
会
社
は
以
下
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る

、
、

。

る
。

(
1)

取
引
の
内

容
(
1)

取
引

の
内
容



種
類

会
社
等

の
名

議
決
権

の
所

有
関
係

取
引

の
取

引
科
目

期
末
残
高

属
性

会
社
等

の
名

議
決
権

の
所
有

関
係

取
引

の
取
引

科
目

期
末
残
高

称
又
は
氏
名

（被
所
有

）割
合

内
容

内
容

金
額

（千
円

）

称
又

は
氏
名

（被
所
有

）割
合

内
容

内
容

金
額

（千
円

）

(
2)

・
(
3)

（略
）

(
2)
・
(
3)

（略

）

15
1
8

（略

）

1
1

1
4

（略

）

～
～

記
載
要
領

記
載
要

領

１
記
載
を

要
す
る
注

記
は

以
下

の
と
お
り

と
す
る

１
記
載
を

要
す
る
注
記

は
以
下

の
通
り
と
す

る
、

。
、

。

株
式

会
社

株
式

会
社

会
計

監
査

人
会

計
監

査
人
な

し
持

分
会

社
会
計

監
査
人

会
計
監

査
人
な

し
持
分

会
社

設
置

会
社

設
置

会
社

公
開
会

社
株
式

譲
渡

公
開
会

社
株

式
譲
渡

制
限

会
社

制
限
会

社

１
・

２

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

１
・

２

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

３
会

計
方
針

の
変

更
○

○
○

○

（新
設

）

４
表

示
方
法
の

変
更

○
○

○
○

５
会

計
上

の
見

積
り
の

変
更

○
×

×
×

び
ゆ

う

６
誤

謬
の
訂

正
○

○
○

○

７
1
8

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

３
1
4

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

～
～



【凡
例

】○
・
・

・
記
載
要

×
・
・
・

記
載
不
要

【凡
例

】○
・
・

・
記
載
要

×
・
・
・

記
載
不
要

、
、

２
（略

）

２

（略

）

３
記
載
す
べ

き
金
額

は
注

15
を
除
き
千

円
単
位
を
も

つ
て
表
示

す
る
こ
と

３
記
載

す
べ
き
金
額
は

注
９

を
除
き
千

円
単

位
を
も

つ
て
表
示

す
る

こ
と

、
。

、
。

た
だ
し

会
社
法

（平
成

1
7
年

法
律
第
8
6
号

）第
２
条
第
６

号
に
規

定
す
る
大

た
だ

し
会
社

法

（平
成
1
7
年

法
律

第
8
6
号

）第
２

条
第

６
号
に

規
定

す
る

大
、

、

会
社

に
あ
つ

て
は

百
万
円

単
位

を
も

つ
て

表
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
の
場

会
社
に

あ
つ

て
は

百
万

円
単
位

を
も

つ
て

表
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
の

場
、

。
、

。

合

「千
円

」と
あ

る
の
は

「百
万

円

」と
し

て
記
載
す
る

こ
と

合

「千
円

」と
あ
る

の
は

「百
万

円

」と
し

て
記
載

す
る
こ
と

、
。

、
。

４
・
５

（略

）

４
・

５

（略

）

６
注
に

掲
げ
る
事

項
の
記
載
に

当
た
つ
て

は
当
該
事

項
の
番
号

に
対
応
し
て

そ
６

注
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
に
当
た
つ
て
は

以
下
の
要
領
に
従
つ
て
記
載
す
る

、
、

。

れ
ぞ
れ

以
下
に
掲

げ
る
要
領
に

従
つ
て
記

載
す
る
。

注
１

（略

）

注
１

（略

）

注
２

重
要
性
の
乏

し
い
事
項
は

記
載
を

要
し
な
い

注
２

会
計

処
理
の

原
則

又
は

手
続

を
変
更

し
た
と

き
は

そ
の

旨
変

更
の

理
、

。
、

、

由
及

び
当

該
変

更
が

貸
借

対
照

表
損

益
計

算
書

株
主

資
本
等

変
動

計
算

書
、

、

及
び

注
記

表
に

与
え

て
い

る
影

響
の

内
容

を
表

示
方

法
を

変
更

し
た
と

き
は

、

そ
の

内
容

を
追

加
し

て
記

載
す

る
重

要
性

の
乏

し
い

変
更

は
記

載
を

要
、

。
、

し
な

い
。

(
4)

・
(5
)

（略

）

(4
)
・

(
5)

（略

）

注
３

一
般

に
公

正
妥
当

と
認
め

ら
れ

る
会

計
方
針

を
他
の

一
般

に
公

正
妥

当
と

（新
設

）

認
め
ら
れ
る
会
計
方
針
に
変
更
し
た
場
合
に

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る

、
。

た
だ

し
重

要
性

の
乏

し
い

事
項

は
記

載
を

要
せ

ず
ま

た
会

計
監

査
人

設
、

、
、

置
会

社
以

外
の

株
式

会
社

及
び

持
分

会
社

に
あ

つ
て

は
④

ロ
及

び
ハ

に
掲

げ
、

る
事
項
を
省

略
す
る
こ
と

が
で
き
る

。

①
当
該
会

計
方

針
の
変

更
の
内
容

②
当
該
会

計
方

針
の
変
更

の
理
由

③
会

社
計

算
規

則

（平
成

1
8
年

法
務

省
令

第
1
3
号

）第
２

条
第
３

項
第

5
9

号
に

規
定

す
る

遡
及

適
用

（以
下

単
に

「遡
及

適
用

」と
い

う

）を
し

。

た
場

合
に

は
当

該
事

業
年

度
の

期
首

に
お

け
る

純
資

産
額

に
対

す
る

影
、

響
額

④
当

該
事

業
年

度
よ

り
前

の
事

業
年

度
の

全
部

又
は

一
部

に
つ

い
て

遡
及

適
用

を
し

な
か

つ
た

場
合

に
は

次
に

掲
げ

る
事

項

（当
該

会
計

方
針

の
、



変
更

を
会

計
上

の
見

積
り

の
変

更
と

区
別

す
る

こ
と

が
困

難
な

と
き

は
、

ロ
に
掲

げ
る
事
項
を
除

く

）

。

イ
貸

借
対

照
表

損
益

計
算

書
株

主
資

本
等

変
動

計
算

書
及

び
注

記
、

、

表
の
主
な
項
目

に
対
す

る
影
響
額

ロ
当

該
事

業
年

度
よ

り
前

の
事

業
年

度
の

全
部

又
は

一
部

に
つ

い
て

遡

及
適

用
を

し
な

か
つ

た
理

由
並

び
に

当
該

会
計

方
針

の
変

更
の

適
用

方

法
及

び
適
用
開
始

時
期

ハ
当

該
会

計
方

針
の

変
更

が
当

該
事

業
年

度
の

翌
事

業
年

度
以

降
の

財

産
又

は
損

益
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

場
合

で
あ

つ
て

当
該

、

影
響

に
関

す
る

事
項

を
注

記
す

る
こ

と
が

適
切

で
あ

る
と

き
は

当
該

、

事
項

注
４

一
般
に

公
正

妥
当

と
認

め
ら

れ
る

表
示

方
法

を
他

の
一

般
に

公
正
妥

当
と

認
め
ら
れ
る
表
示
方
法
に
変
更
し
た
場
合
に

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る

、
。

た
だ
し

重
要
性

の
乏
し
い

事
項
は

記
載
を
要
し

な
い

、
、

。

①
当
該
表

示
方

法
の
変
更

の
内
容

②
当
該
表
示
方

法
の
変
更

の
理
由

注
５

会
計

上
の

見
積

り
の

変
更

を
し

た
場

合
に

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

す
、

る
た

だ
し

重
要
性

の
乏
し

い
事
項
は

記
載
を
要

し
な
い

。
、

、
。

①
当

該
会
計
上
の
見

積
り
の

変
更
の
内
容

②
当

該
会

計
上

の
見

積
り

の
変

更
の

貸
借

対
照

表
損

益
計

算
書

株
主

、
、

資
本
等
変

動
計

算
書
及

び
注
記
表

の
項

目
に
対

す
る
影
響

額

③
当

該
会

計
上

の
見

積
り

の
変

更
が

当
該

事
業

年
度

の
翌

事
業

年
度

以
降

の
財

産
又

は
損

益
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

と
き

は
当

該
影

響
、

に
関

す
る
事
項

び
ゆ
う

注
６

会
社
計
算
規

則
第

２
条
第

３
項
第
6
4
号

に
規
定
す
る

誤
謬
の
訂

正
を
し
た

場
合

に
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
た

だ
し

重
要

性
の

乏
し

い
事

項
、

。
、

は
記
載
を
要
し

な
い

、
。

び
ゆ
う

①
当
該

誤
謬
の
内
容

②
当
該

事
業
年
度
の
期

首
に
お

け
る
純
資
産
額

に
対
す

る
影
響
額

注
７

注
３



(
1)

（略

）

(1
)

（略

）

(
2
)

保
証

債
務

手
形

遡
求

債
務

損
害

賠
償

義
務

等

（負
債

の
部

に
計

上
(
2
)

保
証

債
務

手
形

遡
及

債
務

損
害

賠
償

義
務

等

（負
債

の
部

に
計

上
、

、
、

、

し
た
も
の
を

除
く

）の
種
類
別
に

総
額
を
記

載
す
る

し
た
も
の

を
除
く

）の
種

類
別
に

総
額
を
記

載
す

る
。

。

(3
)

（略

）

(3
)

（略

）

(
4
)

総
額

を
記

載
す

る
も

の
と

し
取

締
役

監
査

役
又

は
執

行
役

別
の

金
(
4
)

総
額

を
記

載
す

る
も

の
と

し
取

締
役

執
行

役
会

計
参

与
又

は
監

、
、

、
、

、

額
は
記

載
す
る
こ

と
を
要

し
な

い
査
役
別

の
金
額
は

記
載
す
る
こ

と
を
要
し

な
い

。
。

(
5)

・(6)
（略

）

(5
)

・(
6)

（略

）

注
８

1
3

（略
）

注
４

９

（略

）

～
～

注
1
4

「関
連

当
事

者
」と

は
会

社
計

算
規

則
第

1
1
2
条

第
４

項
に

定
め

る
者

注
1
0

「関
連
当

事
者

」と
は

会
社

計
算

規
則

（平
成
1
8
年

法
務

省
令

第
1
3
号

、
、

を
い

い
記

載
に

当
た

つ
て

は
関

連
当

事
者

ご
と

に
記

載
す

る
関
連

当
事

）第
1
1
2
条

第
４

項
に

定
め

る
者

を
い

い
記

載
に

あ
た

つ
て

は
関

連
当

事
、

、
。

、
、

者
と

の
取

引
に

は
会

社
と

第
三

者
と

の
間
の

取
引

で
当

該
会

社
と

関
連
当

事
者

ご
と

に
記

載
す

る
関

連
当

事
者

と
の

取
引

に
は

会
社

と
第

三
者
と

の
間

、
。

、

者
と

の
間

の
利

益
が

相
反

す
る

も
の

を
含

む
た

だ
し

重
要

性
の

乏
し
い

取
の
取
引
で
当
該
会
社
と
関
連
当
事
者
と
の
間
の
利
益
が
相
反
す
る
も
の
を
含
む

。
、

。

引
及

び
関

連
当

事
者

と
の

取
引

の
う

ち
以

下
の

取
引

に
つ

い
て

は
記

載
を
要

し
た

だ
し

重
要

性
の

乏
し

い
取

引
及

び
関

連
当

事
者

と
の

取
引

の
う

ち
以

下
の

、

な
い

取
引
に

つ
い
て
は
記

載
を
要
し

な
い

。
。

①

（略

）

①

（略

）

②
取
締
役

会
計
参
与

監
査
役
又

は
執
行
役
に

対
す
る
報

酬
等
の
給
付

②
取
締
役

執
行
役

会
計
参
与

又
は
監
査

役
に
対
す
る

報
酬
等
の

給
付

、
、

、
、

③

（略

）

③

（略

）

「種
類

」の
欄
に

は
会

社
計
算
規
則
第

1
12
条
第
４

項
各
号

に
掲
げ
る
関
連

（新
設

）

、

当
事
者

の
種
類
を

記
載

す
る

。

注
1
5

株
式

会
社

が
当

該
事

業
年

度
又

は
当

該
事

業
年

度
の

末
日

後
に

お
い

て
株

（新
設

）

式
の

併
合

又
は

株
式

の
分

割
を

し
た

場
合

に
お

い
て

当
該

事
業

年
度

の
期

首
、

に
株

式
の

併
合

又
は

株
式

の
分

割
を

し
た

と
仮

定
し

て
(
1
)
及

び
(
2
)
に

掲
げ

る

額
を
算
定
し

た
と
き
は

そ
の
旨
を

追
加
し
て
記

載
す
る

、
。

注
1
7

（略

）

注
1
3

（略

）

注
1
8

注
１

か
ら

注
1
7
に

掲
げ
た

事
項

の
ほ

か
貸

借
対
照

表
損
益

計
算

書
及

注
1
4

注
１

か
ら

注
1
3
に

掲
げ
た

事
項

の
ほ

か
貸

借
対
照

表
損
益

計
算

書
及

、
、

、
、

び
株

主
資

本
等

変
動

計
算

書
に

よ
り

会
社

の
財

産
又

は
損

益
の

状
態

を
正

確
に

び
株

主
資

本
等

変
動

計
算

書
に

よ
り

会
社

の
財

産
又

は
損

益
の
状

態
を

正
確

に

判
断
す

る
た
め
に

必
要
な
事
項

を
記
載
す

る
判

断
す
る
た
め

に
必
要
な

事
項
を
記

載
す
る

。
。


